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自宅・宿泊療養のしおり 新旧対照表 

第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

（P.２）宿泊療養・自宅療養のおおまかな流れ 

４）療養中 

 療養期間は、 厚生労働省通知に基づき、発症日（無症状の方又は発症

日が明らかでない方は、陽性確定に係る検体採取日）から 10日間が経過

した日（翌11日目に外出が可能になります。） 

 ＊ 文字を太字、波線を追加 

 

５）療養終了 

 

＊ 太字に変更、波線追加 

 

（P.４）宿泊施設について 

宿泊施設 

1人1室（トイレ・ユニットバス付）で療養していただきます。 

室内には、次の設備・アメニティがあります。 

主な設備 

 テレビ・冷蔵庫・ケトル・ドライヤー・Wi-Fi・ハンガー 

アメニティ一覧 

（P.２）宿泊療養・自宅療養のおおまかな流れ 

４）療養中 

 療養期間は、厚生労働省通知に基づき、発症日（無症状の方又は発症

日が明らかでない方は、陽性確定に係る検体採取日）から10日間が経過

した日（翌11日目に外出が可能になります。） 

 

 

５）療養終了 

 

 

 

（P.４）宿泊施設について 

宿泊施設 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 



 

2 

 

第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

 シャンプー・ボディソープ・トイレットペーパー・ティッシュ・歯ブ

ラシ・バスタオル※・フェイスタオル※ 

 

 ※バスタオル・フェイスタオルは、ご用意できる枚数が少ないため、

必要に応じてご持参ください。 

 

 

居室写真イメージの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居室写真イメージの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改定） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

居室冷蔵庫の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県が提供するお弁当の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県が提供するお弁当の例 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真のペットボトル（500ｍｌ）は冷蔵庫の大きさをイメージ

するためのものであり、入居時には入っていません。 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

（P.５）宿泊療養される方へ〈準備編〉 

持ち物 

・次のものは必ずお持ちください。 

※ オンライン診療で処方される場合、土日祝日は、調剤薬局が営業時

間外のため、処方できません。なお、お薬の配送料は自己負担で、手

元に届くまで時間がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

（P.５）宿泊療養される方へ〈準備編〉 

日用品の準備 

•  現金、保険証、おくすり手帳、スマートフォン・携帯電話及び充電器

は必ず持参してください。充電器をお忘れになる方が非常に多いため、

ご注意ください。 

•  毎⽇の検温のため、体温計をご持参ください。 

•  必要なものはご自身でご準備ください。ただし、居室の収納スペース

は限られます。 

（持参いただくものの例）着替え、寝間着、マスク、タオル、歯ブラシ・

シャンプー等の洗面用具、洗剤、筆記用具、イオン飲料やゼリー等の補

食（発熱等により食欲がない場合等）等 

•  宿泊施設館内では、寒暖の細かな対応ができないため、ご自身で調節

できるように、衣類等をご準備ください。 

•  テレビ、冷蔵庫、Wi-Fi等の基本設備は、施設によって異なる場合が

ございますので、療養開始前に必要に応じて保健所にご確認してくだ

さい。 

薬の準備など 

・ かかりつけ医がいる場合は、念のため、かかりつけ医の連絡先を控

えておいてください。 

・ 服用中のお薬がある場合は、宿泊療養中に不足することがないよう、

余裕をもって3週間分程度をお持ちください。 

・ もし足りなくなりそうな場合には、かかりつけ医の電話再診等を受

けたうえで、お薬の処方を受けるなどしてください。 

・ オンライン診療も紹介はしていますが、⽇曜日の一部の時間、日曜・

祝日については、調剤薬局が営業時間外のため、処方を行うことが困

難です。なお、オンライン診療でお薬が処方された場合、配送料は自

己負担となります。 

 

 

（改定） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

（必要に応じてご持参いただく物の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P.７）自宅療養される方へ〈準備編〉 

薬の準備など 

オンライン診療で処方される場合、土日祝日は、調剤薬局が営業時間外

のため、処方できません。なお、お薬の配送料は自己負担で、手元に届

くまで時間がかかります。 

 

 

（P.８）自宅療養される方へ〈療養編〉 

療養中の注意事項 

 災害発生時や災害発生の恐れがある場合、療養者の皆さんの宿泊療養

施設への避難を円滑に行うため、お住いの市町村に個人情報を提供する

ことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットを飼われている方へ 

・ 早ければ PCR検査結果が陽性と判明した日の翌日から宿泊施設に入

っていただく可能性があります。宿泊施設にペットを連れていくこと

はできませんので、お世話ができる方がいない場合は、速やかに親類

や知人などに相談してペットを預けるようにしてください。 

 

（P.７）自宅療養される方へ〈準備編〉 

薬の準備など 

オンライン診療も紹介はしていますが、⽇曜日の一部の時間、日曜・

祝日については、調剤薬局が営業時間外のため、処方を行うことが困難

です。なお、オンライン診療でお薬が処方された場合、配送料は自己負

担となります。 

 

（P.８）自宅療養される方へ〈療養編〉 

療養中の注意事項 

 災害発生時又は災害発生の恐れがある場合、市町村から療養者あてに

連絡し、避難が必要であることの説明や宿泊療養施設への移動について

意向を確認する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（改定） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

同居する方の注意事項 

 患者との最終接触日から２週間（保健所から指定のあった期間）は、

不要不急の外出をしないようお願いします。 

 

（P.９）自宅療養される方へ〈療養編〉 

配食サービスについて 

保健所からの必要書類が県に提出されたのち、4日程度で初回配達となり

ます。また、療養期間延長となった場合、延長期間中は配食サービスが

ありません。 

配食サービスのない期間の食料の入手については、P.７をご覧ください。 

 

 

 

 

（P.10）変異株について 

変異株とは 

 変異株とは、昨年より英国や南アフリカ、インド等において確認され

ている変異した新型コロナウイルスです。 

現状、従来よりも感染しやすい、重症化しやすい可能性のある変異株や、

ワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世界各地で報告されていま

す。 

同居する方の注意事項 

  

 

 

（P.９）自宅療養される方へ〈療養編〉 

配食サービスについて 

保健所からの必要書類が県に提出されたのち、4 日程度で初回配達とな

ります。また、それまでの食料の入手につきましては、P.７をご覧くだ

さい。 

療養期間延長となった場合、配食サービスは延長しますが、延長日初日

及び２日目は配達が出来ない可能性がありますので、あらかじめご承知

おきください。 

 

 

（P.10）変異株について 

変異株とは 

 変異株とは、昨年より英国や南アフリカ等において確認されている変

異した新型コロナウイルスです。 

現状、従来よりも感染しやすい、重症化しやすい可能性のある変異株や、

ワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世界各地で報告されていま

す。（令和3年４月16日時点） 

（追加） 

 

 

 

 

 

（改定） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

（削除） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

変異株と診断された方 

 変異株と保健所等から言われた方も、従来のウイルスと同様の対応と

なります。医師が入院の必要が無いと判断した場合、外出しないことを

前提に、宿泊療養や自宅療養としても差し支えないとされています。 

 

（P.13）療養中の健康管理について 

毎日 

定期確認はLINEによる方法または電話による方法で⽇います。 

なお、定期確認以外に体調確認が必要な場合は、お電話をします。 

お電話が通じない場合は、緊急連絡先にご連絡をすることや、訪問をす

る場合等があります。ご了承ください。 

詳細は次ページ以降をご確認ください。 

 

（P.15）パルスオキシメーターの使用方法 

〈使い方〉 

 ④測定が開始されます。数値が表示されるまで10秒程度お待ちくださ

い。数値が表示されてから約 30 秒後の数値を読み取ってください。（音

は鳴りません。） 

〈留意点〉 

 指を動かすと正しく測定ができません。座った状態で、パルスオキシ

メーターを装着した指を机に置き、指を動かさないようにして、測定し

てください。 

手先が冷たい／むくみ／病気で爪の変色があると反応しない場合があ

ります。また、マニキュアやジェルネイルをしていると正確に測れない

ため、付着物をはがした指で測定してください。 

 

 

 

変異株と診断された方 

 変異株と診断された方は、原則入院となります。 

ただし、医師が⽇院の必要が無いと判断した場合、外出しないことを前

提に、宿泊療養や⽇宅療養としても差し⽇えないとされています。 

 

（P.13）療養中の健康管理について 

毎日 

定期確認はLINEによる方法または電話による方法で⽇います。 

詳細は次ページ以降をご確認ください。 

 

 

 

 

（P.15）パルスオキシメーターの使用方法 

〈使い方〉 

 ④測定が開始されます。数値が表示されるまで10秒程度お待ちくださ

い。 

 

〈留意点〉 

 手や体を動かしたりせず、安静な状態で測定してください。 

  

 

手先が冷たい／むくみ／マニキュアや病気で爪の変色があると反応し

ない場合があります。 

 

 

 

 

（改定） 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

（改定） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

（P.16）自宅・宿泊療養中の方へのサポート 

 

※３ 酸素飽和度 95、94％の場合、看護師が架電し、労作時の酸素飽和

度について確認します。 

 

 
 

（P.16）自宅・宿泊療養中の方へのサポート 

 

 

 

 

 

 

（改定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

（改定） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

（P.17）LINEによる定期確認〈初期登録〉 

②ご本人情報の登録 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P.17）LINEによる定期確認〈初期登録〉 

②ご本人情報の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改定） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

（P.18）LINEによる定期確認〈毎日〉 

①体調確認のメッセージ受信 

初期登録が完了すると毎日7時半～9時頃、体調について回答をお願いす

るメッセージが届きます。 

 
 

③ご回答がない場合 

 
 

 

（P.18）LINEによる定期確認〈毎日〉 

①体調確認のメッセージ受信 

初期登録が完了すると毎日 8時半～9時頃、体調について回答をお願い

するメッセージが届きます。 

 

 

③ご回答がない場合 

 

 

 

 

（改定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改定） 
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第十六版（令和３年８月 16日改訂） 第十五版（令和３年６月 14日改訂） 備考 

・LINEがご利用いただけない場合 

・LINEでの体調確認の配信後、30分以内にご回答いただけない場合 

１日に１回、事前にお伺いした電話番号へ、AIを使った自動音声案内電

話により、体調の聞き取りをさせていただきます。下記番号からの着信

には必ず出てください。 

電話番号 050-3196-5600/050-3186-2500/050-3198-0220 

 

（P.27） 

 

・LINEがご利用いただけない場合 

・LINEでの体調確認の配信後、30分以内にご回答いただけない場合 

１日に１回、事前にお伺いした電話番号へ、AIを使った自動音声案内電

話により、体調の聞き取りをさせていただきます。下記番号からの着信

には必ず出てください。 

電話番号 050-3196-5600/050-3186-2500 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

 



新型コロナウイルス感染症

自宅・宿泊療養のしおり

2021/８/16 第十六版

こちらのしおり（簡易版）は、神奈川県のホームページからもご覧いただくことができます。

こちらのしおりは、検査を受け
られた方にお配りしています。

－結果が「陽性」で自宅・宿泊療養される方へ－

スマートフォンをお持ちの方は、

療養中の健康管理はLINE を使用します。

必ず「神奈川県療養サポート」への登録をお願いします。

LINEを使用できない場合、１日１回電話による定期確認を行いますので、必ず応答してください。

応答がない場合、安否確認のため保健所が直接訪問することもあります。

神奈川県療養サポート
LINE ID検索

＠kanagawa_corona

初期登録は
簡単！

１日１回
回答！

所要時間
１回１分程度！



このしおりについて

このしおりは、宿泊療養または自宅療養の準備や療養上の注意事項などについてご案

内しており、新型コロナウイルスPCR検査を受けられた方にお配りしています。

検査を受けられた方は、今後、結果が陽性となった場合、宿泊療養または自宅療養と

なる可能性がありますので、検査結果が出るまでの間、このしおりの11ページまでをご

一読ください。

自宅・宿泊施設での療養をお願いする皆さまへ

感染された方のうち、「無症状・軽症」と診断され、入院不要と医師に判断された方

には、保健所において、宿泊療養または自宅での療養のいずれかをご案内いたします。

その際、皆様の状況に応じて療養できるよう、ご家族の状況なども考慮のうえでご案

内いたします。

体調の変化にはすぐに対応できるよう、スタッフ一同全力を尽くします。

一日も早くコロナウイルスの収束を迎えるため、県民の皆様一人ひとりのご協力をお

願いいたします。

はじめに

１



PCR検査の結果が陽性の方で、無症状・軽症の方は、宿泊療養・自宅療養の可能性があ

るため、医師より療養にあたって必要な情報の聞き取りをいたします。

医師にヒアリングシートをご提出ください。

１）外来受診

PCR検査結果が出るまでの間に、療養のためのご準備をお願いいたします。

P.3の宿泊療養・自宅療養のページをご覧ください。

２）自宅待機・療養準備

医療機関または保健所から検査結果を連絡いたします。陽性と判明した場合は、神奈川

県より、療養に関するご案内のお電話をいたします。宿泊療養の場合は、併せて、宿泊

施設までの送迎についてご案内いたします。

３）結果通知、療養先への移動

療養期間は、 厚生労働省通知に基づき、発症日（無症状の方又は発症日が明らかでない

方は、陽性確定に係る検体採取日）から10日間が経過した日（翌11日目に外出が可能に

なります。）までとしています。療養期間中は、外出をせずに施設または自宅で過ごし

ていただきます。療養期間中は注意事項や生活上のさまざまな制約もございます。また

毎日の健康状態の報告をしていただきます。詳細は、 P.12〜の毎日の健康管理編をご参

照ください。

４）療養中

療養開始日に、保健所から療養終了の見込日についてお知らせします。療養期間延長の

連絡がなければ、この療養終了の見込日で療養終了となります。（療養期間に関するお

問合せは、神奈川県療養サポート窓口（045-285-0598）までご連絡ください。）

ただし、療養期間の最終３日間において、解熱剤の服用や発熱などの症状がある場合は、

必要に応じて療養期間が延長となる場合もございます。なお、「治癒証明書」は発行で

きませんが、希望に応じて「療養証明書」の発行は可能です（P.25をご参照ください）。

５）療養終了

宿泊療養・自宅療養のおおまかな流れ

入院から自宅・宿
泊療養に移行した
場合も、起算日は
発症日または検体
採取日となります。
療養終了の翌日
（11日目）に、宿
泊施設からの退所、
自宅から外出が可
能になります。２

（療養最終日）（外出可能日）



宿泊療養・自宅療養

宿泊療養 自宅療養

神奈川県や県内市町村が確保した宿泊

施設において療養します。

自宅で、ご家族との生活空間を分ける

環境で療養します。

＜宿泊療養の基準＞

1. 施設での安静が可能な方

2. 施設の居室内で生活ができる方

3. ADL（日常生活動作）が自立している

方

4. スマートフォンや電話を用いて健康状

況を相談できる方

※ 基礎疾患によっては宿泊療養が出来

ない場合があります。

＜自宅療養の基準＞

1. 自宅での安静が可能な方

2. 外出せずに生活ができる方

3. 専用の個室があるなど同居者と生活空

間を分けることができる方

4. スマートフォンや電話を用いて健康状

況を相談できる方

＜療養者の例＞

○ 家族への感染リスクを避けたい方

（例：ご家族にご高齢の方や妊娠されて

いる方がいる）

○ 狭い空間でも、生活に運動を取り入

れ、自ら体調管理できる方

○ 狭い空間でも療養できるストレス耐

性がある方

※ 台風等で避難所に避難する可能性の

ある方は宿泊療養をご検討ください。

（P.11参照）

＜療養者の例＞

○ 育児・介護等の事情により、どうし

ても自宅を離れられない方

○ ご家族の中に、ご高齢の方や妊娠さ

れている方がいない方

○ 単身の方など、自宅療養に支障のな

い方

＜注意点＞

● 療養期間中は、宿泊施設の指定エリ

アから出ることはできません。

● 施設ごとのルールを守ってください。

● 食事は、お弁当などが１日３食決

まった時間に提供されます。

● ネットショッピングや家族の差し入

れ（忘れ物の受け渡しを含む）など外部

からの物品の受け取りはできません。

● 禁酒・禁煙です。

＜注意点＞

● 自室（個室）など、ご家族との生活

空間を分ける環境で療養していただきま

す。

● 療養期間中は、外出できません。

● 禁酒・禁煙です。

具体的な準備・療養は5〜6ページへ 具体的な準備・療養は7〜9ページへ

３



宿泊施設について

居室のイメージ写真の例

県が提供するお弁当の例

４

居室冷蔵庫の例

※写真のペットボトル

（500ｍｌ）は冷蔵庫の大

きさをイメージするための

ものであり、入居時には

入っていません。

宿泊施設
1人1室（トイレ・ユニットバス付）で療養していただきます。

室内には、次の設備・アメニティがあります。

主な設備

テレビ・冷蔵庫・ケトル・ドライヤー・Wi-Fi・ハンガー

アメニティ一覧

シャンプー・ボディソープ・トイレットペーパー・歯ブラシ・ティッシュ・

バスタオル※・フェイスタオル※

※バスタオル・フェイスタオルは、ご用意できる枚数が少ないため、必要に応じてご持参ください。



持ち物

• 次のものは必ずお持ちください。

※ オンライン診療で処方される場合、土日祝日は、調剤薬局が営業時間外のため、処方できません。な

お、お薬の配送料は自己負担で、手元に届くまで時間がかかります。

（必要に応じてご持参いただく物の例）

費用

宿泊療養に係る療養者のご負担はありません。ただし、居室のキーの紛失の場合や備品を破損した場合などは、

ご負担いただく場合があります。

宿泊療養される方へ＜準備編＞

５

☑ 項目 備考

□ 保険証・おくすり手帳 宿泊療養中のオンライン診療、入院切り替え時等に必要です。

□ 薬※ 服用中の薬がある方は、療養日数分の薬、ない方も必要に応じて常備薬・
市販薬（頭痛薬等）ご持参ください。
特に持病の薬についても忘れずにお持ちください。

□ かかりつけ医の連絡先 かかりつけ医がいる方は忘れずにご持参ください。

□ 体温計 毎日の健康観察で使用します。

□ 現金等 療養終了後の交通費は自己負担になります。

□ クレジットカード ネットスーパーで市販薬の購入等を希望する場合に必要です。

□ 携帯電話・充電器 毎日の健康観察、体調悪化時の相談等で使用します。

□ 衣類 洗濯機の利用はできません。療養期間に応じて必要数ご持参ください。
（予備の着替えもご用意いただくと便利です。）
また、施設によっては、部屋ごとの温度調整ができないため、上着や長
袖・長ズボンの衣類もあると便利です。

□ タオル類 バスタオル・フェイスタオルは、ご用意できる枚数が少ないため、必要に
応じてご持参ください。

□ 洗面道具 日常で使用しているものがなければ、備え付けをご利用いただけます。

□ 日用品 老眼鏡・コンタクトレンズ・保存液・生理用品の忘れ物が多くなっていま
すので、忘れずにご持参ください。

項目 備考

冷却ジェルシート 発熱時の体の冷却など、必要な方はご持参ください。

気分転換に使うもの 療養期間中は居室内で過ごしていただくことになりますので、パソコンや
書籍等、気分転換に使うものをご持参ください。

飲料・ゼリー・菓子類の間
食、補食

弁当、お水、お茶を提供しますが、他に必要な方はご持参ください。



療養中の注意事項

• 宿泊施設内では、ルールを守って療養してください。

• 療養中は基本的に居室内で過ごしていただきます。

• 療養中は、宿泊施設の外に出ることはできません。宿泊施設は、近隣の住民・店舗の

方のご理解の元、運営しておりますので、施設の外にでる行為は、厳に慎んでくださ

い。外出した場合は、厳正に対応いたしますので、ご協力をお願いします。

• 療養中は宿泊施設内の指定されたエリアから出ることはできません。お弁当の受け取

りなどで指定エリアに出る際は、指定時間や指定エリアを現地でご確認のうえ、常に

マスクを着用してください。

• 宿泊者同士の接触はなるべくしないようにお願いいたします。

• 食事は１日３食決まった時間にお弁当などが提供されます。

• 居室内の清掃はご自身で行ってください。

• 洗濯はご自身で居室にて手洗いしてください。洗濯物を外に干すことはできません。

• 健康状態の正確な把握が困難となる恐れがあることや症状が悪化する恐れがあること

から、療養中の飲酒・喫煙は厳禁です。

• ネットショッピング、デリバリーサービスの利用、家族からの差し入れ（忘れ物の受

け渡しを含む）など外部からの物品・食品等の持ち込みはできません。

• 療養中の紛失・盗難について、神奈川県は一切責任を負いません。

• 療養中は、健康観察のためパルスオキシメーターという機器を指先に装着して、血液

中の酸素飽和度（SpO2）を測定します。正確に測定するため、マニキュアについては、

ご自身で可能な限りオフしてから入所してください。なお、ジェルネイルについては、

ご自身ではオフできないため、そのままの状態で入所してください。

• 療養期間の終了日（発症日または検体採取日から10日目）の翌日が

療養施設からの退所日となります。退所日の当日は、施設からご案内する退

所の時間まで、必ず居室内で待機していてください。

※運用は宿泊施設により異なる場合がございます。具体的な時間や方法は宿泊施設から

の案内に従ってください。

宿泊療養される方へ＜療養編＞
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療養環境の準備
• 生活空間

同居する方との接触を最小限に抑えるため、生活空間を分ける（原則個室）ご対応をお願いい

たします。

• 衛生対応の準備

トイレ、浴室等、同居する方との共用空間の消毒等に必要な衛生用品のご準備をお願いいたし

ます。

薬の準備など
・服用中のお薬がある場合は、余裕をもって3週間分程度をご用意ください。

・自宅療養中にお薬が不足することがないよう準備してください。

・もし足りなくなりそうな場合には、かかりつけ医の電話再診等を受けたうえで、お薬の処方を

受けるなどしてください。

・オンライン診療で処方される場合、土日祝日は、調剤薬局が営業時間外のため、処方できませ

ん。なお、お薬の配送料は自己負担で、手元に届くまで時間がかかります。

食料・日用品について
・食料や日用品は原則として、ご自身で調達・確保をお願いします。配送サービスを利用される

場合は、配送者と直接接触しないよう受取方法の配慮をお願いします（玄関前に置くなど）。

自宅療養される方へ ＜準備編＞

生活支援情報サービスかながわ
https://living.rakuraku.or.jp/service_
choice/introduction06/

イオンネットスーパー おうちでイオン
https://shop.aeon.com/netsuper/

イトーヨーカドー アイワイネット
https://www.iy-net.jp/nssp/index.do

セブンミール
https://7-11net.omni7.jp/top

サービスの例
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https://living.rakuraku.or.jp/service_choice/introduction06/
https://shop.aeon.com/netsuper/
https://www.iy-net.jp/nssp/index.do
https://7-11net.omni7.jp/top


自宅療養される方へ ＜療養編＞
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療養中の注意事項
• 療養期間中は外出をしないでください。

• 同居する方とは生活空間を分けてください（極力個室から出ないようにしてください）。

• 部屋を出入りする際はマスクを着用・こまめに手洗いをし、定期的に部屋の換気もおこなってください。

• 鼻をかんだティッシュ等は密閉して捨ててください。

• 健康状態の正確な把握が困難となる恐れがあることや症状の悪化の恐れがあることから、療養中の飲酒・

喫煙は厳禁です。

• 災害発生時や災害発生の恐れがある場合、療養者の皆さんの宿泊療養施設への避難を円滑に行うため、お

住いの市町村に個人情報を提供することがあります。

同居する方の注意事項
• 患者の世話等での接触は最小限としてください。

• できるだけ同居者全員がマスクを着用し、こまめに手洗いしてください。

• ドアノブなど患者が手で触れる部分はアルコール等で消毒をしてください。

• トイレ・風呂等、患者と同居者が共用する場合は清掃と換気を十分におこない、入浴は患者が最後に行っ

てください。

• 食器、シーツ等は患者専用のものを用意し、共用しないでください。食器類の洗浄や衣類・リネンの洗濯

は、通常の洗剤で行い、しっかりと乾燥させてください

• 患者の体液で汚れた衣類、シーツ等を扱う際は手袋とマスクをつけてください。

• 不要不急の訪問者は受入れないようにしてください。配達員等にも極力接触しないよう配慮をお願いしま

す。

• 患者との最終接触日から２週間（保健所から指定のあった期間）は、不要不急の外出をしないようお願い

します。

パルスオキシメーターの貸出について（重要）
• パルスオキシメーター（指先に装着して血液中の酸素飽和度（SpO2）を測定する機器）については、ご

自宅に送付します。

• 療養中は、こまめに計測し、SpO２が93以下になった場合、コロナ１１９番へご相談ください。

• 療養が終了しましたら、必ず返却をお願いします。

ゴミ出しについて
• 自宅療養期間中のゴミは、厳重に密閉して療養終了後に一般ゴミとして廃棄してください。

• 廃棄の際には、マスク、手袋、廃棄後の手洗い等により感染防止対策を行ってください。

ペットを飼われている方へ
• 自宅療養中に医療機関に入院することとなるなど、ペットのお世話ができる方がいない場合は、親類や知

人などに預かっていただけるよう手配をお願いします。

エスピーオーツー



配食サービスについて
• 療養期間に応じて、配食サービスを受けることができます。管轄の保健所から、サービスを希

望されるか確認いたします。

• 食事及び日用品(ティッシュ、トイレットペーパー)をご提供します。

• 食事は、決められたメニューが配達されます（個々のご要望にはお答えできません）。

• サービスを受ける場合、県から委託先業者に名前、住所等の個人情報を提供する必要がありま

すので、あらかじめご承知おきください。

• 保健所からの必要書類が県に提出されたのち、4日程度で初回配達となります。また、療養期間

延長となった場合、延長期間中は配食サービスがありません。

• 配食サービスのない期間の食料の入手については、P.７をご覧ください。

配食サービスの注意事項
• 玄関前に置いておく「置き配」となります。配達員が来た際、必ず玄関先には出ず、イン

ターホン越しに対応し、玄関先に置いておくよう、配達員にお伝えください。

（電話にて配達の連絡をする場合があります。）

• 在宅を確認できなかった場合は、再度配達を行いますので、ご承知おきください。

• アレルギー対応はできませんので、ご自身で各商品の表示をご確認ください。

• 常温食と冷凍食が配達されます。冷凍庫に保管できる十分なスペースを空けておいてください。
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※写真はイメージです。
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変異株について

変異株とは

変異株とは、昨年より英国や南アフリカ、インド等において確認されている変異し

た新型コロナウイルスです。

現状、従来よりも感染しやすい、重症化しやすい可能性のある変異株や、ワクチン

が効きにくい可能性のある変異株が世界各地で報告されています。

変異株と診断された方

変異株と保健所等から言われた方も、従来のウイルスと同様の対応となります。医

師が入院の必要が無いと判断した場合、外出しないことを前提に、宿泊療養や自宅

療養としても差し支えないとされています。

自宅・宿泊療養の方の療養終了の判断

従来のウイルスと同様、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過し

た場合に、療養終了となります。

無症状の場合は、検体採取日から10日間経過した場合に、療養終了となります。
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災害時の対応について

事前に確認してほしいこと

発災当日は準備が十分に行えない中で避難しなければならないことを考え、避難

所に避難する可能性のある方は宿泊療養をご検討ください。

ご自分が療養中に滞在する場所が洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内等の

ハザードマップ内かどうかは次のＵＲＬによりお調べいただくことができます。

重ねるハザードマップ（国土交通省）

https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=51.835778,133.857422&z=4&base

=pale&vs=c1j0l0u0

発災時について

洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内等で自宅療養している方について、台

風等で避難所への避難が必要だとお住まいの市町村が判断した場合、原則、宿泊

療養施設へ避難することとなります。

避難が必要な場合には、お住いの市町村から連絡があります。

重ねるハザードマップ（国土交通省）

https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=51.835778,133.857422&z=4&base=pale&vs=c1j0l0u0

https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=51.835778,133.857422&z=4&base=pale&vs=c1j0l0u0

